
「ＤＶかも…」と思ったら、すぐ相談を
　ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）とは、配偶者や交際相手など親しい関係の人からの身体的、精神的、
経済的、性的な暴力を指します。悩んでどうしたらいいかわからなくなったときは、一人で抱え込まず、す
ぐに相談してください。
相談窓口
北勢福祉事務所（女性相談）　℡３５２・０５５７　※平日午前９時15分～午後４時
四日市北警察署　℡３６６・０１１０
ＤＶ相談＋（プラス）
電話・メール24時間受付（３６５日対応）　℡０１２０・２７９・８８９
チャット相談　正午～午後10時（10か国語対応）

１８９（いちはやく）
児童相談所虐待対応ダイヤル

匿名可能
秘密厳守

子ども家庭課　　℡３６６・７１３０
健 康 推 進 課　　℡３６５・１３９９
北勢児童相談所　　℡３４７・２０３０

ＤＶ防止（女性に対する暴力をなくす運動）月間

第76回「人権週間」12月４日～ 10日

日　時　12月6日（金）午後１時30分～午後４時
（受付終了時間　午後３時30分）

場　所　いきいきセンター２階　生活相談室

特設人権相談

～なんでもおしえて　こころのもやもや～

人権擁護委員はあなたの身近な相談相手です

川越町人権学習映画会

差別やいじめ、職場でのハラスメントなどでお
悩みの方は、お気軽にご相談ください。

問合せ先　津地方法務局四日市支局四日市人権擁護委員協議会　℡３５３・４３６５
福祉課　℡３６６・７１１６

殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる
しつけによる体罰等

こどもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする等

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、夜間に
こどもだけを残して外出する、重い病気になっても病院に連れて行かない等
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、こどもの前で家族に対して暴
力をふるう（面前ＤＶ）等

身 体 的 虐 待

性 的 虐 待

ネ グ レ クト

心 理 的 虐 待

虐待とは

こどもや保護者にこんなサインが見られませんか？

こどもの「命」と「権利」そして「未来」は社会全体で守りましょう

１８９（いちはやく） 気づいてあげて そのサイン
オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン

虐待を防ぐためには周囲の人が異変や違和感に気づくことが重要です。虐待を受けているこどもだけで
なく、虐待をしている保護者にも特徴的な行動や状況（サイン）が表れます。

•いつもこどもの泣き声、叫び声や保護者の怒鳴り声がする
•不自然な傷や打撲のあと（あざ）が見られる
•衣類やからだが、いつも汚れている
•落ち着きなく乱暴である
•表情が乏しい、活気がない
•夜遅くまで一人で家の外にいる
•親・きょうだいの世話、家のことをこどもが担っている等

情報提供・相談を！

11月12日～25日

DV相談＋
QRコード

つ な ぐ は や く

川越町では、あらゆる差別の解消に向けて様々な取り組みを行っています。
人権講演会と映画の鑑賞を通して、身の回りの人権問題について、いま一度考えてみませんか？
大切な方とのご参加をお待ちしています。

日　　時

会　　場
内　　容

定　　員
入場整理券

問合せ先

12月７日（土）
午後１時30分開演　（午後１時開場）
あいあいホール
人権講演会
「考えよう、わたしたちにできること
　　～だれもが生き生きと過ごすために～」
講師　荻田　実樹（おぎた　みき）さん

（公益財団法人　反差別・人権研究所みえ）
映画会
「怪盗グルーのミニオン超変身」
５１０名
１人６枚まで
11月７日（木）午前８時30分から、あいあいセンター事
務所で配付します。未就学のお子様も入場できますが、
席が必要な場合は整理券が必要です。
生涯学習課　℡３６６・７１４０

入場無料
※整理券が必要です

•地域などと交流が少なく孤立している
•小さいこどもを家においたまま外出し
ている

•子育てに関して拒否的・無関心である
/ 強い不安や悩みを抱えている

•こどものけがについて不自然な説明を
する等

保護者のサインこどものサイン

子ども家庭課では、子育て支援サービスや制度、関係機関との調整など、こどもや子育て家庭に関する
相談全般に対応しています。気になることがあれば、ためらわずに相談（通告）をお願いします。虐待の通
告をしても結果が虐待でなかった場合、通告者に責任はありません。早めの通告が、こどもだけでなく苦
しんでいる保護者も救うことにつながります。

11月25日～ 12月１日は
「犯罪被害を考える週間」
私たちの身の回りでは、毎日のように事件や事故
が発生しており、誰がいつ犯罪に遭うかわかりません。
犯罪被害に遭われた方やそのご家族・ご遺族は、
命を奪われる、けがをする、物を盗まれるなどの
直接的な被害だけでなく、被害後生じる様々な問
題に苦しめられています。
犯罪被害に遭われた方が平穏な生活を取り戻す
には、周りにいる私たちの寄り添う気持ちや配慮
が必要です。
もし、あなたやあなたの大切な方が犯罪被害に
遭われたり、周囲に犯罪被害で悩んでいる方がい
たら、ご相談ください。

問合せ先　福祉課　℡３６６・７１１６

人権ポスター展
11月11日～ 12月10日は

三重県の「差別をなくす強調月間」です
町内小学校５、６年生のみなさんに人権をテー
マにポスターの制作に取り組んでいただきました。
ポスター展では各校から選考された80作品を展
示しますので、ぜひご覧ください。
期　　間　①11月16日（土）～ 12月５日（木）

午前９時～午後５時
②12月10日（火）～ 12月20日（金）
午前８時30分～午後５時15分
（土・日曜日を除く）

場　　所　①教育センター２階展示ホール
②役場１階町民ホール

※人権学習映画会において一部の作品を展示します。
問合せ先　生涯学習課　℡３６６・７１４０
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